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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を
改正する政令の施行について（通知）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平
成１９年政令第８０号）が、平成１９年３月３０日に公布され、同年４月１日から
施行されます。

貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、条例の改正等を速やかに行う等、
今回の政令改正の趣旨に沿って適切に運用されるとともに、各都道府県知事におか
れましては、貴都道府県内の市町村、関係一部事務組合及び広域連合並びに水害予
防組合に対してもこの旨周知願います。

記

１ 改正の趣旨

最近における社会経済情勢にかんがみ、非常勤消防団員等に対する損害補償に
係る補償基礎額の加算額について、配偶者以外の３人目以降の扶養親族に係る加
算額を２人目までの扶養親族に係る加算額と同額に引き上げること。

２ 改正の内容

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、配偶者以外の扶養親族
についての補償基礎額の加算額を２００円とすること。(第２条第３項)

３ 適用関係

改正後の第２条第３項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の
生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。）並び
に平成１９年４月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年３月分以
前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前
の例による。



非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部を改正する政令について（概要説明）

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ３ ０ 日

消防庁国民保護・防災部防災課

１ 改正の概要

我が国全体としての少子化対策が推進されていることに配慮し、平成18年11月17日

に公布された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（平成18年法律第

101号、以下、給与法という ）により、平成19年４月１日から、配偶者以外の扶養親族。

のうち３人目以降の扶養親族に係る扶養手当の月額が、２人目までの扶養親族に係る扶

養手当の月額と同額に引き上げられることに対応して、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令（以下、基準政令という ）第２条第３項中、配偶者以外の扶養。

親族のうち３人目以降の扶養親族に係る給付基礎額の加算額（日額）を２人目までの扶

養親族に係る加算額と同額に引き上げるものである。

配偶者以外の扶養親族に係る給付基礎額の加算額を、改正後の給与法に定める配偶者

， （ ）以外の扶養親族に係る扶養手当の月額である６ ０００円を３０で除した額 日額相当

２００円とする。



【現行】 【改定後】

配偶者以外 ２００円
配偶者以外２人目まで ２００円

］→
〃 ３人目以降 １６７円

（単位：円）

配偶者以外の扶養親族のうち２人まで その他

扶養親族 扶養親族でない配 配偶者がない場合 扶養親族

区分 である配 偶者がある場合１ 人 に

１人につき偶者 当該扶養親族のう 当該扶養親族のうつき

ち１人に限り ち１人に限り

200 217 367 167加算額 433

（単位：円）

配偶者以外の扶養親族

扶養親族 扶養親族でない配 配偶者がない場合

区分 である配 偶者がある場合１ 人 に

偶者 当該扶養親族のう 当該扶養親族のうつき

ち１人に限り ち１人に限り

200 217 367加算額 433

（参考）

補償基礎額（基準政令第２条）○

補償基礎額は、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の「平均給与額」

に相当するもの（扶養親族がいる場合は加算 。）

非常勤消防団員（水防団員も同様）については、必ずしも、その報酬額が労働の対価

としての意味をもちえないので、ある特定の額をもって、いわゆる「日当」に相当す

る額として、擬制。

※公安職俸給表（一）を基準として決定（基準政令第２条第２項第１号・別表第１ 。）

最高額（７級39号） 月額 427,000÷30＝14,233円≒14,200円

最低額（１級63号） 月額 263,000÷30＝ 8,767円≒ 8,800円



○ 消防作業従事者等民間協力者の補償基礎額については、被災者の通常得ている収入

日額であるが、最低額と最高額は非常勤消防団員及び水防団員と同じ。

○ 市町村－公務災害被災者との関係

消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負消防組織法第２４条において 「、

傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で

定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける

」とされており、市町村は被災団員又はその遺族に損害を補償しなければならない。

対し 政令で定める基準に基づき 公務災害補償等の支給を義務づけられている 退、 、 。（

職報償金に関しては支給額については基準を定めていない）又、以下の法において

も同様の規定がある。

a 消防法（第36条の３第１項・同３項で準用）消防・救急活動・都道府県の行う救急業務に従事

した民間人

b 水防法（第６条の２第１項）非常勤水防団

c 水防法（第45条）水防活動に従事した民間人

d 災害対策基本法（第84条・原子力災害対策特別措置法により準用）応急措置に従事した民間人

e 国民保護法（第160条） 国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者

消防団員等公務災害補償等共済基金等との関係○ 市町村－

当該公務災害補償の支払い等は市町村がこれを実施しているが、共済事務につい

ては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（以下 「同法」という）、

第3条に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金（以下、基金という）又は総務

大臣の指定する法人が市町村との契約に基づき、それを行うこととされている （現。

在は指定法人は指定されていない）

この契約に基づき、市町村は基金又は指定法人に支払う掛金の対価として、同法

第６条第１項により、契約期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に

要する経費（同項において政令（同法施行令 ）で定めるところにより算定するとさ）

れている）を基金又は指定法人に対して請求するものとされている。同法施行令第

３条は、この額を基準政令の規定の例により算定した額としている。

今回の改正はこの基準政令中、損害補償の額の算定の基礎となる補償基礎額に係る

扶養加算について改正を行うもの。
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